
R7年4月1日から帯状疱疹ワクチンが  定期予防接種の対象  となりました。

２０２６年４月１日　～　２０２７年３月３１日まで

※当院では、生ワクチンの接種はできません。

組換えワクチン：１回あたりの料金　（２カ月以上の間隔を置いて２回）

玉野市
一般 １１,０００円 （１回あたりの料金）
減免券（黄色） 無料 （生活保護受給者）
減免券（緑色） ５,５００円 （市民税非課税世帯に属する方）（１回あたりの料金）

岡山市
一般 １１,０００円 （１回あたりの料金）
減免券 無料 （生活保護受給者）
減免券 ５,５００円 （市民税非課税世帯に属する方）（１回あたりの料金）

倉敷市
一般 １２,０００円 （１回あたりの料金）
減免券 無料 （生活保護受給者）
減免券 ６,０００円 （市民税非課税世帯に属する方）（１回あたりの料金）

県外
２２,１７０円

※岡山県内にお住まいの方が対象です。

※一度定期接種を受けられますと、今後は対象外となります。

※帯状疱疹になったことがある方についても定期接種の対象です。

※かかりつけの方のみ接種可能です。

① 令和８年度内に６５歳を迎える方

② ７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる方

（令和7年度から５年間の経過措置）

③ ６０～６４歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり日常生活が殆ど不可能な方

※接種後に申請することはできません。

※減免券を利用される方は、接種前に必ず受付へご持参下さい。

※当院は「組み換えワクチン」のみ取扱いがありますので、必ず「組み換えワクチン」の減免券を申請して下さい。

玉野市在住の方

受付場所：すこやかセンター（0863-31-3310）、市役所保険年金課（0863-32-5588）

　　　　　　　（生活保護の方：玉野市福祉政策課）

受付時間：月～金　（祝日・年末年始を除く）　8：30～17：15

60歳以上65歳未満で申請をされる場合は、後日郵送で交付。１週間程度かかります。

郵送手続きの場合（10日程度で交付）：〒706-0013　玉野市奥玉1-18-5　玉野市健康医療課

（必要なもの）

・ 減免申請書・対象者の身分証明書・代理人の身分証明書

・ 障害60～64歳+１級で接種の場合：身体障害者手帳が必要。

岡山市在住の方

受付場所：岡山市役所　保健所保険課（086-803-1262）

１週間程度で交付されます。

・ 該当される方は、ご本人またはご家族の方が接種前に申請手続きをして下さい。

（窓口申請ですと、本人でない場合、委任状が必要となりますので、電話申請の方が

 スムーズに申請手続きをすることができます。）

・ 後日郵送で減免券が交付されます。

・ 減免券対象外の方については、その旨郵送通知があります。

減免券のお問い合わせ先

９０歳 昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生の方
９５歳 昭和　６年４月２日生～昭和　７年４月１日生の方

１００歳 大正１５年４月２日生～昭和　２年４月１日生の方

７５歳 昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生の方
８０歳 昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生の方
８５歳 昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生の方

７０歳 昭和３１年４月２日生～昭和３２年４月１日生の方

実施期間

料金

R9年3月31日までの対象者 （年度ごとに対象となる方は変わります）

６５歳 昭和３６年４月２日生～昭和３７年４月１日生の人

帯状疱疹ワクチン（定期予防接種）


